
審 査 事 件 票
平成 22年 4月 分

関

連

事

件

平

平

平

平

号

号

号

号

年

年

年

年
洋

東京地裁管内

東京第二検察審査会

追番号 ( 5 )

受 菫 事 項 手 続 事 項 餞 決 事 項

ｍ

被

疑

者

氏名

小沢 一郎 こと Jヽ澤 一部

陸 911奪 固

審

1受
~理

  平 成 22年 2月 12日
2 第1回審査会議期日平  成  22 年  3 月 9 日

3議 決   平 成
"年

4月 __27日

蹟

決

区

分

饉 訴 相 瀾 0

議

決

区

分

申

立

却

下

雰憲8禁韓差t象森弩雲場盆義1

■)
男 。・ 1

女・・ 2

法 人 3

0 下 燿 断 不
当

¨

不

組

訴

相

当

巳 訴 独 ]

菫

期

間

審査期間   1～ 3

(準備)   1～ 2

r虫書菫き  ヽ2～ ■

ロ

ロ

ロ

日

日

日

月

　

　

月

月

ギ

年

年

去令上刑 を免除すべき

'4 申立権がなしヾ (法30条 )

脚
事
件
名

政治資金規正法違反    被疑事件

(                )
鸞籍孵懲:‖島事衛
でない

申立代理人に代理構がない

審

査

の

場

遇

会

　

議

　

等

審 査 会 に よる

麟査 会 議

真絶 見 分

折在 尋 間

回

回

回

同一事件について再度の申立て
がなされた く法32条 )

i3}

受

理

区

分

申 立 て・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 1

職 41・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‐ ● 2

麟絡

中立憎なき者の申立て・・・ a

投書・・ ・・・ ●●●● ●b

マ ス コミのll道 ・・・・ ・ c

その他・・ ・・ ・ ●● |● d

移送・・・・・・・・・・・ lJ

0
勝訟条件は具●しているが被疑
事件の昇とならないことが明確
である

ロー理由の不起訴処分に対する
1立て (法41条のB)

小委員会に よる

肥録囀童簿 (在

真 地 見 分・

テ 在 尋 間 ・

庁 ) 回

回

回
中立てが書面によらないでされ
に (法 31条 ,施行令18条 )F松条件を久 く

口 数  計 B  回

審

査

打

切

り

争立ての政下げがあつた

誕 人 等 の

延 ぺ 人 員

官

人

者

人

者

察

立

疑

　

言

検

申

彼

置

助

l 人

人

人

人

人

彗霊宰考全だ曇貞ふ棒量じ東で
なつた

中立書の記載が著しく不備で
=

らaつ,補正できない く法31条 ,

臨行令18条 )

‐４‐

原

不

起

訴

処

分

理

　

由

餞訴猶予・・

晴疑不十分

臓餞なし。・

罪とならず

その他・・

１

２

３

４

５

0 議騎諄塁塊湿I〕専雀暫9青馨轟
の決定があつた

申立てが単に不起訴処分の理由
の当否を争うにすぎない

公 務 所 等 照 会 回 数
匝

離 審査鵬始後次の事由が判明
した
(イ )審 査の対彙となる不起

"処
分の不存在

1スキ 瞥翌生産ざ出草警主体

移

　

　

送

:健等奎芳素釜そ象3雪楚1菫
30条,■行令21条 )

検

察

官

瞼事 。・ 。

ll検 事・・・

検察事務官・

l

2

0
3E人 召 喚 ‖ 求 回 数 巨

不起訴記録 の取寄せ
請 求 平 成 22年 2月 12日

受 理 平 成 22年 2月 23日
翻一喜件について2日の管

“

検察

国

申

立

人

眸 生 攀nJ尊

一■ 男 。‐1

女・・ 2

法 人 3
賛
　
一　
　
備
　
　
考

補助員延ぺ出頭歓
|

l 人

　

回

的議決の存在
(二)管 幡構なし 「定倉彗誌環易ぶ立てがあil

資

　

格

瞥訴人・・・・

断壺ノ、ヽ `・ ・

睛求をした者・

腹害者・ ・・

は 族 。 '・
中立糧なき者・

る

叙

よ

布の理
士

代
霞
立

絆
中

J



審 査 事 件 票
関

連

事

件

平

平

平

平

年

年

年

年

号 (  )
号 (  )
号 (  )
号 (  )

/

平成22年 4月 分

東京地裁管内

東京第五検察審査会

遺番号 ( 6 )

受 理 事 項 手 続 事 項 離 決 事 項

１１１

被

疑

者

氏名

讐辞
澤

４
小

陸Jl彗 ０

審

査

期

間

日

ロ

ロ

５

″

”

月

月

月

年

年

年

２２

２

２２

成

成

成

平

平

平

ロ期離会童
理
叶
決

受

第

餞

餞

決

区

分

日 訴 相

離

決

区

分

中

立

却

下

審査の対象となる不起訴処分そ
のものが存在しない (法2条1項 1

■)

男・・ 1

女・・ 2

法 人 3

0 不 起 瞬 不

不

建

訴

相

当

屁 訴 猶 ヨ

書査朔n   l～ 3        年 2 月 23 日 ロ

(準備)   1～ 2         年 2 月 22 日 ロ

(実質審査) 2～ 3         年  月  1  日  目

法令上刑 を免餘すべ き嬌 1
中立権がない (法30条 ) 0

И
事
件
生

政治資金規正法違反    被疑事州

)(

訴訟条件は具備しているが被疑
事件が罪となるかどうかが不明
確であるか,犯罪の嫌疑が十分
でない

中立代理人に代理積がない

審

査

の

経

過

会

　

議

　

年

審 査 会 に よ る

審 査 会 議

実 地 見 分

所 在 尋 問

回

回

回

同一事件について再度の申立て
0:な された (法32条 )

‐３

受

理

区

分

申立 て 。・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 1

議槽 ・ ・ ・ ・ ・ ● ● ● ● ● 2

端締

申立権なき者の申立て `・ ・ ●

投書・・ `・ ・ ●●●● ●b

マ ス コ ミの報通・ ・・・ ・ c

その他・・・・ ・ ●●● ●d

多送・・・・・ ●●●●●●03

0

晴訟条件は具備しているが被疑
卜件の罪とならないことが明薇
である

闘―理由の不燿腑処分に対する
中立て (法41条の8)

小 委 員会 に よ る

記録調査等 (在 庁)    回 ( )
実 地 見 分 ・ ・ ・   回 ( )
所 在 尋 間 ・ ・ ・   回 ( )

申立てが書面によらないできれ
た (法31条 ,菫行令18条 )

肝松条件を欠く

回 数  1: 1  回

審

査

打

切

り

立ての取下げがあつた

饉 人 等 の

延 ぺ 人 員

官

人

者

入

者

熙

立

疑

　

言

検

申

技

Ｌ

助

人

人

人

人

人

審査申立人が死亡し,又は審査
中立てをした法人が存続しなく
なつた

中立書の

“

載が著しく不僣で,

いつ:補正できない (法31条 ,

籠行令18条 )

い

原

不

組

訴

処

分

理

　

由

證訴猶予・・

購疑不十分

瞭疑なし・・

Fと ならず

その他・・

１

２

３

４

５

O 当餞事件について公訴の優起又
は刑訴法266彙2号による付審判
の決定があつた

中立てが単に不起訴処分の理由
つ当否を争うにすぎない

公務 所 等 照 会 回 数
ロ

職権審査開始後次の事由が判明
した
(イ ) 審査の対彙となる不趙

瞬処分の不存在
(口 ) 330条 ただし書譲当
(ハ) 同一事件に関する実体

的麟決の存在
(二) 管綸織なし

移
　
　
　
送

「
轄検察審査会以外の検察審査

費に審査の申立てがあつた (法
〕0桑,鷹行令21条 )

検

察

官

貴事・・・

‖検事・・・

貴察撃務官・

1 0
証 人 召 喚 腑 求 回 数 『

不起訴

“

爆の取書せ
求

理

賄

受

(5)

申

立

人

LBll尊
司一事件について2日の管轄検察
諄査会に書生の申立てがあった
(由行令20条 2項)"・

。1

女・ 。2

法 人 3

審査補助員廷べ出順歓

八

　

匡

責

　

格

告訴入 。・・・

告発人・・・・

‖求をした者 。

被害者・・ ・

遺 挨・ ・ ・

申立権なき者・

備

　

　

考

弁 護 士 に よ そ
申 立 代 理 の 有 1

J


